
 日本共産党の大村洋子です。 

 会派を代表して、提案されました議案第７７号教育長の選任について同意しない

という立場での討論をいたします。少し、遡って論じたいと思います。私たちは２０

１７年の臨時議会において新倉聡教育長選任の提案が上地市長から行われたこと

から、３点に渡って、市長に質問し確認をしました。それは①何より児童・生徒のこ

とを一番に考えることを信条にされる方か②教育委員会の透明性を高めるために

努力し続ける方か③教育委員会の市長部局からの独立性、中立性を担保する方か、

この３点です。 

この確認を念頭に２０１７年、そして３年後の２０２０年と過去２回、教育長選任の

提案に対して同意してまいりました。そして、今回の３回目については前述したよ

うに、同意できないという結論となりました。 

以下理由を申し述べます。大きくは３点あります。１点目は美術館を市長部局へ

移管したことです。社会教育施設である美術館を教育委員会から市長部局文化・ス

ポーツ・観光部へ移管し集客率アップと稼ぐアイテムとしての存在に変貌させまし

た。１０年２０年のスパンで見たときに他の社会教育施設、博物館や図書館も含め

指定管理者化への道を開く第一歩だったのではないか、そのターニングポイントだ

ったのではないか、そのようにならないか私たちは大変危惧しています。近視眼的

に見ればさまざまなイベントが成功していると思いますが、長期的なスパンで見た

際に、本来の美術館の存在意義である資料の収集や調査研究という事務、こうい

った学術的な色合いをもつ事務は文化財保護と同じ流れであり、教育委員会こそ

責任をもって行う仕事であると考えます。 

 ２点目は現在行われている小中学校の適正化、市内小学校の統廃合の進め方で

あります。私たちは２地域で進められている協議会を出来る限り傍聴してまいりま

した。本市は現在「FM 戦略プラン」で公共施設の統廃合を積極的に進めていると

ころです。人口減少や施設の老朽化に対して手を打つことは重要です。しかし、そ

れも地域住民や利用者、当事者のご意見を丁寧に伺っていくことが大事である、こ

れは再三申し上げてきたことであります。ましてや、学校施設は特段の配慮が必要

なことは言うまでもありません。教育委員会が「適正配置」を進める上で自ら基本

方針とした「通学の安全性や保護者・地域の方々との合意形成」は尊重されている

と言えるでしょうか。残念ながらそうではありません。対象２地域では学校廃止あ

りきとの受け止めがされ、進学やまちづくりの未来が見通せず、不安な気持ちを抱

えているという住民の方からのご意見をたくさん伺います。３月定例議会で保護

者の方から請願が出されたのは記憶に新しいところです。 

 ３点目は決定のプロセスの不透明性という観点で申し述べたいと思います。具体

的な例を挙げます。教育大綱である目指す教育の姿と基本的な方針に「あなたが

好き 私が好き 横須賀が好き」というフレーズがあります。これは市民のみなさん



が横須賀の教育の未来について夢や理想を語っていただいた教育フォーラムの中

で出てきた言葉をヒントにし、教育振興基本計画策定検討委員会での議論を踏ま

えて策定したとのことです。当初、このフレーズは「私が好き あなたが好き 横須

賀が好き」というものでした。これが総合教育会議に提案された際に、市長が「あ

なたが好き 私が好き 横須賀が好き」の方が良いのではないか、つまり当初の

「私が好き」ではなく「あなたが好き」を一番に持ってくることを提案されました。

教育長は「検討委員会の中でもう１回ご審議をいただいて・・・・（中略）・・・・次回の

総合教育会議であらためて報告させていただき教育大綱として定めていきたいと

思っております」とおっしゃいました。しかし、次に出てきた教育大綱のメインのフ

レーズはあっさりと変更されていて、何の議論のプロセスの報告もありませんでし

た。教育振興基本計画策定検討委員会での議論の会議録はネットで見ることがで

きない状態でしたので、担当課に出してもらい熟読しましたが、素晴らしい熟議が

展開されていました。検討委員会の委員のみなさんは市長の提案を真剣に受け止

め深めて、ある意味喧々諤々の議論をされ結論をだされたのです。総合教育会議

という教育委員会と市長部局が同じテーブルにつき２回に渡って論じられた重要

なテーマにもかかわらず、持ち帰って議論されたプロセスがまったく報告されず、

しかもそれを公表もされていないということに大きな落胆を覚えました。 

 冒頭申し上げた３つの観点、①何より児童・生徒のことを一番に考えることを信

条にされる方か②教育委員会の透明性を高めるために努力し続ける方か③教育

委員会の市長部局からの独立性、中立性を担保する方かこの３点で振り返った場

合、るる述べてまいりました観点から今回の選任については認めることはできな

い、このような結論となりました。以上、日本共産党の教育長選任に対する討論と

いたします。 

 


